
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

の

指

定

障

害

福

祉

課

○

指

定

障

害

福

祉

サ

ー

ビ

ス

の

事

業

の

廃

止

の

届

〃

出

○

指

定

障

害

児

通

所

支

援

事

業

者

の

指

定

〃

○

指

定

居

宅

サ

ー

ビ

ス

事

業

者

等

の

指

定

長

寿

社

会

課

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

○

〃

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

定

款

変

更

の

認

証

の

県

民

生

活

交

通

課

申

請

○

建

設

業

の

営

業

の

停

止

命

令

監

理

課

○

道

路

の

位

置

の

指

定

建

築

指

導

課

岡

山

県

公

報

平成２６年６月１７日 第１１５９３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
を
指
定
し

た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

こ
の
は
な
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

２

所
在
地

津
山
市
山
北
四
四
二

四

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

オ
サ
カ
産
業
株
式
会
社

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
山
北
四
四
二

四

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
一
〇
三
〇
〇
七
三
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

同
行
援
護

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
あ
か
つ
き
３

２

所
在
地

玉
野
市
田
井
三

三

二
五

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



社
会
福
祉
法
人
瀬
戸
内
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
胸
上
七
二
五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
四
〇
〇
〇
五
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百

二
十
三
号
）
第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
を
廃
止
す

る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

メ
ゾ
ン
き
さ
ら
ぎ

２

所
在
地

津
山
市
川
崎
一
五
〇
八

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
津
山
社
会
福
祉
事
業
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
川
崎
一
五
〇
八

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
三
〇
〇
〇
一
九

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

み
の
り
共
同
生
活
事
業
所

２

所
在
地

津
山
市
二
宮
九
九
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



社
会
福
祉
法
人
津
山
み
の
り
学
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
二
宮
九
九
九

五

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
三
〇
〇
〇
三
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
じ
ゃ
が
い
も
畑

２

所
在
地

津
山
市
小
田
中
六
七
六

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
じ
ゃ
が
い
も
の
木

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
小
田
中
六
七
六

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
三
〇
〇
〇
五
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
母
恵
夢
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２

所
在
地

津
山
市
院
庄
九
一
〇

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
希
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
院
庄
九
一
〇

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
三
〇
〇
〇
七
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

共
同
生
活
事
業
所

の
ぞ
み
ホ
ー
ム

２

所
在
地

玉
野
市
木
目
一
四
六
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
同
仁
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

玉
野
市
木
目
一
四
六
一

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
四
〇
〇
〇
一
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

一
体
型
共
同
生
活
事
業
所

笠
岡
学
園

２

所
在
地

笠
岡
市
金
浦
七
三
六

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
笠
岡
市
社
会
福
祉
事
業
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
金
浦
七
四
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
五
〇
〇
〇
一
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
「
か
が
や
き
」

２

所
在
地

笠
岡
市
生
江
浜
八
三
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
チ
ー
ム
ク
ロ
ー
バ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

笠
岡
市
中
央
町
一
九

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
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四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
五
〇
〇
〇
四
八

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

こ
だ
ま
園
共
同
生
活
介
護
・
共
同
生
活
援
助
事
業
所

２

所
在
地

井
原
市
高
屋
町
四
二
七
五

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
こ
だ
ま
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

井
原
市
高
屋
町
四
二
七
五

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
七
〇
〇
〇
一
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

共
同
生
活
事
業
所

小
牧
の
里

２

所
在
地

総
社
市
中
央
三

一
一

一
〇
六

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
小
牧
の
里

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

総
社
市
中
央
三

一
一

一
〇
六

－
－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
八
〇
〇
〇
三
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

た
か
は
し
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

高
梁
市
落
合
町
阿
部
二
五
二
八

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
九
〇
〇
〇
一
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

望
の
丘
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

平成２６年６月１７日　岡山県公報　第１１５９３号



高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
一
二
三
一

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
九
〇
〇
〇
三
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

か
わ
か
み
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

高
梁
市
川
上
町
上
大
竹
一
六
三
六

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
〇
九
〇
〇
〇
四
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助
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一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
・
ケ
ア
ホ
ー
ム
音
と
光
の
家

２

所
在
地

備
前
市
穂
浪
二
一
〇
九

二

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

有
限
会
社
光
瓔
珞
製
作
所

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
穂
浪
二
〇
八
〇

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
一
〇
〇
〇
一
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

せ
と
う
ち
旭
川
荘
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

瀬
戸
内
市
牛
窓
町
長
浜
四
九
八
二

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
旭
川
荘

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

岡
山
市
北
区
祇
園
八
六
六

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号
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三
三
二
一
二
〇
〇
〇
一
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

コ
ス
モ
ス
共
同
生
活
事
業
所

２

所
在
地

真
庭
市
五
名
一
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
秋
桜
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
五
名
五
七
四

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
四
〇
〇
〇
一
六

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
お
ち
あ
い

２

所
在
地

真
庭
市
下
市
瀬
六
五
三

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
蒜
山
慶
光
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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真
庭
市
蒜
山
上
福
田
一
二
〇
一

八

－
三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
四
〇
〇
〇
二
四

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
ひ
る
ぜ
ん

２

所
在
地

真
庭
市
蒜
山
上
長
田
二
三
〇
〇

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
蒜
山
慶
光
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
一
二
〇
一

八

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
四
〇
〇
〇
三
二

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
か
わ
か
み

２

所
在
地

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
一
二
〇
一

二
三

－
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二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
蒜
山
慶
光
園

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

真
庭
市
蒜
山
上
福
田
一
二
〇
一

八

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
四
〇
〇
〇
四
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
・
メ
イ
ジ

２

所
在
地

美
作
市
楢
原
下
九
〇
四
番
地
一
四

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
美
作
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

美
作
市
楢
原
下
九
〇
四
番
地
一
四

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
五
〇
〇
〇
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地
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１

名
称

あ
お
空

２

所
在
地

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
一
三
〇

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
明
光
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

浅
口
市
金
光
町
佐
方
二
一
三
〇

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
六
〇
〇
〇
一
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

と
う
び
ホ
ー
ム

２

所
在
地

備
前
市
西
片
上
一
九
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
東
備

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
西
片
上
一
九
三

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
二
二
〇
〇
〇
一
九
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五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

閑
谷
福
祉
会

地
域
ホ
ー
ム

２

所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
一
六
一
三

五

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
閑
谷
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

和
気
郡
和
気
町
日
笠
下
一
六
一
三

五

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
二
三
〇
〇
〇
一
七

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

ホ
ー
ム
浜
っ
子

２

所
在
地

備
前
市
日
生
町
日
生
八
〇
三

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
浜
っ
子

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

備
前
市
日
生
町
日
生
八
〇
三

一

－
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三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
一
一
〇
〇
〇
二
〇

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

一
体
型
共
同
生
活
介
護
事
業
所

テ
イ
ク
オ
フ

２

所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
入
五
〇
九

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
葛
下

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

苫
田
郡
鏡
野
町
入
一
一
四
〇

一

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
三
五
〇
〇
〇
一
一

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
開
成

２

所
在
地

久
米
郡
美
咲
町
原
田
二
四
六

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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１

名
称

社
会
福
祉
法
人
久
米
福
祉
会

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

久
米
郡
美
咲
町
原
田
二
六
〇

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
三
八
〇
〇
〇
一
五

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

吉
備
の
里
地
域
生
活
ホ
ー
ム

２

所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
四
七
〇

六

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
吉
備
の
里

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

加
賀
郡
吉
備
中
央
町
上
野
二
三
二
〇

一
〇

－

三

廃
止
年
月
日

平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
二
三
九
〇
〇
〇
一
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

共
同
生
活
援
助
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
七
号

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
指
定
障
害
児
通
所
支
援
事
業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

り
ん
ご
の
き

２

所
在
地

倉
敷
市
連
島
二

一
三

一
七

－
－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
り
ん
ご
の
き

２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

倉
敷
市
連
島
二

一
三

一
七

－
－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
〇
二
〇
〇
四
四
四

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

児
童
発
達
支
援
事
業
所

め
ば
え

２

所
在
地

美
作
市
巨
勢
一
八
七
七

一

－

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

社
会
福
祉
法
人
津
山
み
の
り
学
園
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２

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
二
宮
九
九
九

五

－

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
一
日

四

事
業
所
番
号

三
三
五
一
五
〇
〇
〇
一
六

五

事
業
の
種
別

児
童
発
達
支
援
、
放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
八
号

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
及
び
第
五
十
三
条
第
一

項
本
文
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
及
び
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
事

業
者
を
指
定
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名
称

リ
ハ
ビ
リ
型
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
ほ
ほ
え
み

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
落
合
垂
水
六
一
九
番
地
五

二

事
業
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

１

名
称

株
式
会
社
飯
田

２

所
在
地

岡
山
県
真
庭
市
落
合
垂
水
六
一
九
番
地
五

三

指
定
年
月
日

平
成
二
十
六
年
七
月
一
日

四

介
護
保
険
事
業
所
番
号

三
三
七
三
四
〇
一
一
九
三

五

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

通
所
介
護

介
護
予
防
通
所
介
護
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
三
十
九
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
五
十
七
号
（
玉
野
、
大
島
美
の
浜

加
入
区
）
に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
平
成
二
十
六
年
五
月
二
十
七
日

限
り
、
消
滅
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

玉
野
加
入
区

大
島
美
の
浜
加
入
区
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◎
岡
山
県
告
示
第
三
百
四
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
加
入
区
に
つ
い
て
、
平
成
二
十
二
年
岡
山
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
胸
上
加
入
区
）
に
よ

る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は
、
平
成
二
十
六
年
六
月
三
日
限
り
、
消
滅
し
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

胸
上
加
入
区
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〔
二
八
五
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
六
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ど
ん
ぐ
り
コ
ロ
コ
ロ

三

代
表
者
の
氏
名

原
本

智
憲

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

津
山
市
下
高
倉
西
一
八
二
三
番
地
一

五

定
款
変
更
の
内
容

新
た
に
次
の
特
定
非
営
利
活
動
に
係
る
事
業
を
行
う
こ
と
と
す
る
。

１

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
指
定
特
定
計
画
相
談
支
援
事
業
）

２

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
（
指
定
障
害
児
相
談
支
援
事
業
）
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〔
二
八
六
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
建
設
業
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

処
分
を
し
た
日

平
成
二
十
六
年
六
月
十
六
日

二

処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
並
び
に
許

可
番
号

商
号

哲
西
長
尾
建
設
株
式
会
社

所
在
地

新
見
市
哲
西
町
矢
田
三
六
四
二

二
－

代
表
者
の
氏
名

長
尾

伸
芳

許
可
番
号

岡
山
県
知
事
許
可
（
般

二
三
）
第
一
一
五
四
七
号

－

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
営
業
の
停
止
の
命
令

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
営
業
の
う
ち
、
民
間
工
事
に
係
る
も
の

注
一

と
び
・
土
工
工
事
業
に
係
る
営
業

と
は

注
文
者
か
ら
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ

（

）「

」

、

ー
ト
工
事
を
請
け
負
う
営
業
を
い
う
。

注
二

民
間
工
事

と
は

国

地
方
公
共
団
体

法
人
税
法

昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十

（

）「

」

、

、

、

（

四
号

別
表
第
一
に
掲
げ
る
公
共
法
人

地
方
公
共
団
体
を
除
く

若
し
く
は
建
設
業
法

）

（

。
）

施
行
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
建
設
省
令
第
十
四
号
）
第
十
八
条
に
規
定
す
る
法
人
が
発
注

者
で
あ
る
建
設
工
事
又
は
民
間
資
金
等
の
活
用
に
よ
る
公
共
施
設
等
の
整
備
等
の
促
進
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業

に
係
る
建
設
工
事
以
外
の
建
設
工
事
を
い
う
。

２

期
間

平
成
二
十
六
年
六
月
十
六
日
か
ら
同
月
十
八
日
ま
で
の
三
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
五
年
十
月
十
七
日
、
新
見
市
哲
西
町
内
の
民
家
裏
の
法
面
工
事
の
現
場
に
お
い
て
、

哲
西
長
尾
建
設
株
式
会
社
の
現
場
責
任
者
が
、
溜
枡
を
移
動
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
法
定
の
除
外
事

た
め
ま
す

由
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
ら
掘
削
用
の
車
両
系
建
設
機
械
で
あ
る
ド
ラ
グ
シ
ョ
ベ
ル
を
運
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転
し
て
溜
枡
の
つ
り
上
げ
作
業
を
行
い
、
車
両
系
建
設
機
械
を
主
た
る
用
途
以
外
の
用
途
に
使
用

し
、
作
業
員
を
死
亡
さ
せ
た
。

同
社
は
、
右
記
の
違
反
行
為
の
防
止
に
必
要
な
注
意
を
尽
く
さ
な
か
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
新
見
簡
易
裁
判
所
か
ら
、
同
社
が
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法

律
第
五
十
七
号
）
違
反
で
罰
金
二
十
万
円
、
同
社
の
現
場
責
任
者
が
同
法
違
反
及
び
業
務
上
過
失

致
死
罪
で
罰
金
六
十
万
円
の
略
式
命
令
を
受
け
、
平
成
二
十
六
年
四
月
十
七
日
に
そ
の
刑
が
確
定

し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。
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〔
二
八
七
〕
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
美
作
県
民
局
建
設
部
管
理
課
に
お
い
て
、
一
般
の
縦
覧
に
供

す
る
。平

成
二
十
六
年
六
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

番

号

道
路
の
幅
員

道
路
の
延
長

道

路

の

位

置

（

）
（

）

指

定

年

月

日

メ
ー
ト
ル

メ
ー
ト
ル

岡
山
県
指
令
美
作
局

真
庭
市
福
田
字
中
清
水
二
四
五
番
一
、
二

五
・
○
○

五
一
・
二
五

建
第
六
〇
〇
二
号

四
五
番
一
地
先
水
路

平
成
二
十
六
年
六
月

三
日
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